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本県では、昭和40年代から50年代にかけて大量に整備された公共施設等の老朽化が進

行しており、近い将来、多くの公共施設等が一斉に大規模改修や更新の時期を迎え、多

額の費用が発生することが見込まれています。

その一方で、人口減少・少子高齢化をはじめとする社会経済情勢の変化を背景に、財

政状況は厳しさを増しており、公共施設等の維持管理・更新費をいかにして適正な水準

に抑えていくかが喫緊の課題となっています。

本県では、公共施設等の老朽化対策として、庁舎や学校等の公共建築物については、

「ファシリティマネジメント」の考え方を取り入れ、平成25年3月に「群馬県県有財産

活用基本方針」を策定し、県有財産（建築物・土地）の量、質、コストの最適化に向け

た取組を進めています。また、道路や河川等の主要なインフラ施設については、分野別

・類型別の長寿命化計画を策定し、施設特性に応じた効率的・効果的な維持管理に取り

組んでいます。

このような中、国では、平成25年11月に「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、

当該基本計画により、国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係る

トータルコストの縮減や予算の平準化を図る方針が示され、国や地方公共団体等が一丸

となって戦略的な維持管理・更新等を推進することとなりました。また、平成26年6月に

閣議決定された「国土強靱化基本計画」においては、「老朽化対策」が設定されたほか、

災害時の公共施設等に係る被害の最小化が理念の一つとされ、耐震化の促進など、適切

な維持管理・更新等を推進することとなりました。

本県では、公共施設等の老朽化対策の一層の推進を図るため、こうした国の動きと歩

調を合わせて、これまでの取組や既存計画等との整合に留意しながら、全庁的・長期的

な視点に立って、機能集約や長寿命化、利活用促進等の総合的かつ計画的な管理に関す

る基本的な方針を定めることとします。

なお、本計画は、「インフラ長寿命化基本計画」に基づく本県の「インフラ長寿命化

計画（行動計画）」及び平成26年4月総務大臣通知により各地方公共団体に策定要請の

あった本県の「公共施設等総合管理計画」とします。

はじめに
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１ 策定の目的

本計画は、公共施設等の状態や中長期的な維持管理・更新等に係る費用など、老朽化

対策等の推進に必要な情報を蓄積・充実させながら、機能集約や長寿命化、利活用促進

等の取組を総合的に進めることで将来負担の軽減を図るとともに、県民生活や経済活動

の安全・安心を確保し、必要なサービスや機能を持続的に提供することを目的とします。

２ 位置付け

本計画は、「インフラ長寿命化基本計画」（平成25年11月29日インフラ老朽化対策の

推進にする関係省庁連絡会議）及び「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針

の策定について」（平成26年4月22日付総財務第75号総務省自治財政局財務調査課長通

知）等を踏まえ、「群馬県行政改革大綱」で定める資産の適正管理と有効活用等の取組

を推進するための全庁的な方針として策定します。

なお、本県では、建築物・土地を対象に、県有財産の有効活用に関する基本的な考え

方を示した「群馬県県有財産活用基本方針」(平成25年3月策定）を策定しています。本

計画は、同方針に示す基本的な考え方や方向性を継承するとともに、インフラ施設も含

めて、「群馬県公共施設等総合管理計画」として改めて取りまとめたものです。

３ 計画期間

本計画の対象となる期間は、平成28年度から令和7年度までの10年間とします。

なお、計画期間内であっても必要に応じた見直しや本計画に基づく取組の細目の策定

は、随時行うこととします。

４ 対象施設の範囲

本計画の対象とする施設は、本県が所有又は管理する全ての公共施設等とし、「公共

建築物（建築系施設）」と「インフラ施設（土木系施設、公営企業施設）」に区分します。

インフラ施設（※３）

公共建築物（※２）

公共施設等（※１）

建物系施設
（公有財産台帳登録）

土木系施設

公営企業施設
※公共施設等を構成する土地を含む。

（※１）「公共施設等」とは、公共施設、公用施設等の建築物その他の工作物等をいう。具体的には、公共建築物（ハコモノ）
の他、道路・河川等の土木構造物、公営企業の施設等も含むものと本計画では定義する。

（※２）本計画における「公共建築物」とは、公有財産台帳に登載された庁舎や学校等の建築物等を有する建物系施設とする。

（※３）本計画における「インフラ施設」とは、道路や河川等の土木系施設、電気事業や水道事業、病院事業等の公営企業会計
に係る施設とし、県民の生命・財産を守り社会生活や経済活動を支える基盤を形成する施設等とする。

第１章 計画策定の目的
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施設区分 施設類型 主な施設

公
共
建
築
物

建物系施設

庁舎等 庁舎系施設、県民利用施設、職員公舎 等

県営住宅 県営住宅

県立学校 高等学校、特別支援学校 等

警察施設 警察庁舎、交番・駐在所 等

イ
ン
フ
ラ
施
設

土木系施設

道路 舗装、橋梁、トンネル 等

河川 排水機場、堤防、ダム 等

砂防関係施設
砂防堰堤、床固工、地すべり防止施設、
急傾斜地崩壊防止施設 等

都市公園（※４） 都市公園

下水道（※４） 処理場、ポンプ場、管渠 等

林道 舗装（県有林内）

治山施設 治山ダム、地すべり防止施設 等

土地改良施設(※５）
農業用ダム・ため池、調整池、頭首工、用排水機
場、水路、農道、地すべり防止施設 等

交通安全施設 信号機、信号柱、車両灯器、歩行者灯器 等

公営企業施設

電気事業施設 発電所 等

工業用水道事業施設 浄水場、管路 等

水道事業施設 浄水場、管路 等

施設管理事業施設 ゴルフ場、格納庫、賃貸ビル、駐車場

団地造成事業・その他
施設

事務所、職員公舎 等

病院事業施設 県立病院 等

（※４）施設類型「都市公園」及び「下水道」の建築物は、公有財産台帳に登載された財産であるが、土木施設全体の枠
組みで対策を検討していることから「インフラ施設」に分類する。

（※５）施設類型「土地改良施設」については、多くの施設が土地改良区等により管理されているが、本県が補修・更新
等に係る一定の財政負担を負うことが見込まれるため、対象施設の範囲に含める。
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１ 公共施設等の状況

（１）公共建築物の状況

ア）公共建築物の保有状況

本県では、人口増加やそれに伴う行政需要の増大に合わせて、県有施設の整備等を進め

てきた結果、平成26年度末時点で総延床面積は約293万㎡という膨大なストックを保有し

ています。延床面積の構成比をみると、県立学校（高等学校等）が34％、県営住宅が24％

県民利用施設が13％、庁舎系施設が12％などとなっています。

293万㎡
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（万㎡）

（年度）

総延床面積の推移

施設類型 延床面積 構成比

庁舎等
庁舎系施設 359,121.03㎡ 12.2 %

県民利用施設 393,352.02㎡ 13.4 %

県営住宅 716,906.29㎡ 24.4 %

県立学校 1,001,960.81㎡ 34.2 %

警察施設 248,394.69㎡ 8.5 %

その他施設 213,280.01㎡ 7.3 %

合 計 2,933,012.85㎡ 100.0 %

庁舎系施設

12.2%

県民利用施設

13.4%

県営住宅

24.4%

県立学校

34.2%

警察施設

8.5%

その他施設

7.3%

総延床面積の構成比（平成26年度末時点）
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イ）老朽化の状況

県有施設の建築年度をみると、昭和40年代後半から50年代及び平成初期に多くの建築物

が整備されています。一般的に大規模な改修が必要とされる築30年以上を経過している建

築物は全体の50％となっており、特に県営住宅や県立学校の老朽化が進行しています。さ

らに現状の建物数・規模をそのまま維持することを前提にすると、10年後には、築30年以

上の建築物が71％にまで増加すると見込まれることから、今後は大規模改修や更新時期が

集中することが予想されます。
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また、群馬県における有形固定資産減価償却率は以下のとおりです。
有形固定資産減価償却率は有形固定資産のうち、土地以外の償却資産（建物・工

作物）の耐用年数に対して、その資産の取得時点からどの程度経年しているかを表
す指標です。この比率が高いほど、使用期間が耐用年数に近い資産が多いことを示
します。

長寿命化工事による使用期間の延長などの効果がこの比率に反映されないため、
施設等の老朽度合いや危険度などを直接的に示すものではありませんが、使用期間
が耐用年数に迫る施設等もあることから、計画的な施設等の老朽化対策、集約化な
どに取り組んでいく必要があります。
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58%

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

H28～R1年度の有形固定資産減価償却率の推移

54.1％

55.7％
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ウ）耐震化の状況

県有施設は多数の利用者が見込まれるほか、地震災害の発生時には災害応急対策の実施

拠点や避難所になるなど、防災拠点としても重要な役割を果たしていることから、耐震性

を確保する必要があります。

本県では建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、平成19年1月に「群馬県耐震

改修促進計画」を策定し、平成18年度から平成27年度までを計画期間として住宅や不特定

多数が利用する公共用の施設（特定建築物（※６）及び対象建築物等）を中心に、耐震化

（新耐震基準と同等以上の耐震性能の確保）の促進に取り組んでいます(※７)。県有施設の

耐震化状況については、平成25年度末現在で83.4％となっています。

（※６）「特定建築物」とは、不特定多数利用施設や避難施設等で一定規模以上のもので積極的に耐震化を図るべき建
築物をいう。

（※７） 県立学校については、「県立学校耐震改修計画」（計画期間：平成19年度から平成27年度）に基づき耐震化を
進めている。

大分類 小分類 棟数

耐震性有 耐震性無
耐震化率
（％）新耐震

診断済（旧耐震）
合計

未実施
未補強結果良好 補強済

Ⅰ.
災害対策拠
点機能等の
確保を図る
うえで優先
的に整備す
るべき公共
施設

1 災害対策拠点機能関係 105 60 15 11 86 19 81.9

2 救助・救急、医療等拠点
機能関係

23 18 1 1 20 3 87.0

3 避難収容施設関係 235 134 26 65 225 10 95.7

4 警察関係 90 64 2 5 71 19 78.9

5 ライフライン関係 97 71 12 4 87 10 89.7

Ⅱ.
震災時にお
ける被害防
止の観点か
ら整備すべ
き公共施設

6 要援護者施設 167 104 39 13 156 11 93.4

7 多数の県民が集まる施設 68 49 5 5 59 9 86.8

8 比較的滞在時間の長い施設 1,415 762 327 92 1,181 234 83.5

8-1 県営住宅 539 287 245 7 539 0 100.0

8-2 県営住宅以外 876 475 82 85 642 234 73.3

Ⅲ.
その他

9 その他の施設 172 81 10 2 93 79 54.1

合 計 2,372 1,343 437 198 1,978 394 83.4

【県有施設の耐震化状況】 (平成25年度末時点）
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（２）インフラ施設の状況

ア）土木系施設の状況

本県が管理する道路、河川、都市公園等の土木系施設は、道路の舗装延長3,246km、

橋梁2,738橋、河川の流路延長2,712km、都市公園5施設・面積127.8haなど、膨大かつ多

種多様なストックで構成されています。また、土地改良施設では、本県の管理ではない

ものの、補修・更新等による一定の財政負担が見込まれる施設もあります。

イ）公営企業施設の状況

公営企業は、電気や水の供給、医療の提供など県民の生活や地域の発展に不可欠な事

業を行っています。公営企業が管理する主な施設は、発電所等の電気事業施設が38施設、

浄水場等の水道事業施設が8施設、県立病院等の病院事業施設が8施設となっています。

施設類型 施設数量等 備考

道 路

舗装（県管理）288路線／総延長3,246km
橋梁（県管理）2,738橋
トンネル 64本、横断歩道橋 118橋、道路照明 7,005基ほか県管理の
道路施設等

H27.4.1
H27.3.31
H27.4.1

河 川
河川（県管理） 3水系、6湖沼、428河川、流路延長 2,712km
ダム 7施設、排水機場 7施設、堰 8施設、水門・樋門・樋管 10施設
浄化施設 2施設、除塵機 1施設、堤防 413km

H27.3.31

砂防関係施設
砂防堰堤、床固工、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設 等
（※数量については精査中）

H27.3.31

都市公園 5施設／127.8ha H27.3.31

下 水 道 管渠 244km、処理場 6施設、ポンプ場 9施設 H27.3.31

林 道 舗装（県有林内）5路線／総延長11km／39,522㎡ H27.3.31

治山施設 治山ダム 17,411基、地すべり防止施設（集水井）118基 等 H27.3.31

土地改良施設
農業用ダム・ため池 505箇所、調整池 80施設、頭首工 33施設
用排水機場 21施設、水路 203施設／約508km、農道 7路線／75km
地すべり防止施設（集水井）10基

H27.3.31

交通安全施設
信号機 4,078基、信号柱 19,855本、車両灯器 25,029灯
歩行者灯器 20,339灯 等

H27.3.31

【土木系施設の状況】

施設類型 施設数量等 備考

電気事業施設 発電所 36施設、事務所 2施設

H27.3.31

工業用水道事業施設 浄水場 2施設、管路

水道事業施設 浄水場 4施設、水質検査センター 1施設、発電設備 3施設、管路

施設管理事業施設 ゴルフ場 5施設、格納庫 1施設、賃貸ビル 1施設、駐車場 1施設

団地造成事業・
その他施設

事務所 2施設、職員公舎等 5施設

病院事業施設 県立病院 4施設、宿舎等 4施設 H27.3.31

【公営企業施設の状況】
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ウ）土木系施設の老朽化の状況

土木系施設については、高度経済成長期以降に建設された多くの施設がこれから更新

時期を迎えます。橋梁については、2,738橋のうち建設後50年以上を経過した施設が、全

体の41％となっており、10年後には63％に増加することが見込まれます。

類型 主な施設 数量

建設年度別・経過年数別の分類

～S39 S40～S49 S50～S59 S60～H6 H7～H16 H17～H26
不明

50年以上 40～49年 30～39年 20～29年 10～19年 10年未満

道 路

橋梁 2,738橋
1,114 617 344 284 186 108 85

40.7% 22.5% 12.6% 10.4% 6.8% 3.9% 3.1%

トンネル 64本
8 9 13 15 13 6 -

12.5% 14.1% 20.3% 23.4% 20.3% 9.4% -

横断歩道橋 118橋
0 65 28 6 9 10 -

0.0% 55.1% 23.7% 5.1% 7.6% 8.5% -

道路照明 7,005基
1 182 591 1,797 2,899 1,535 -

0.0% 2.6 8.4% 25.7% 41.4% 21.9% -

河 川

排水機場 7施設
0 0 0 4 2 1 -

0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 28.6% 14.3% -

水門・堰 21施設
2 1 6 5 7 0 -

9.5% 4.8% 28.6% 23.8% 33.3% 0.0% -

ダム ７施設
0 0 2 2 3 0 -

0.0% 0.0% 28.6% 28.6% 42.9% 0.0% -

砂 防
関 係

砂防堰堤 1,086基
277 201 179 118 112 83 116

25.5% 18.5% 16.5% 10.9% 10.3% 7.6% 10.7%

地すべり防止施設 68箇所
1 2 13 12 23 17 -

1.5% 2.9% 19.1% 17.6% 33.8% 25.0% -

急傾斜地崩壊防止施設 612箇所
0 4 82 135 164 53 174

0.0% 0.7% 13.4% 22.1% 26.8% 8.7% 28.4%

都 市
公 園

建築物 19施設
0 1 3 7 5 3 -

0.0% 5.3% 15.8% 36.8% 26.3% 15.8% -

遊具 10施設
0 0 0 6 2 2 -

0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 20.0% 20.0% -

下水道

管渠 244km
0 0 40.6 97.5 83.4 22.5 -

0.0% 0.0% 16.6% 40.0% 34.2% 9.2% -

処理場 6処理場
0 0 1 2 1 2 -

0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 16.7% 33.3% -

土 地
改 良

地すべり防止施設
（集水井）

10基
0 0 0 0 2 8 -

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 80.0% -

交 通
安 全

信号機 4,078基
0 0 0 661 1,889 1,528 -

0.0% 0.0% 0.0% 16.2% 46.3% 37.5% -

信号柱 19,855本
0 832 3,984 3,321 5,909 5,809 -

0.0% 4.2% 20.1% 16.7% 29.8% 29.3% -

【主な土木系施設の状況（建設年度別・経過年数別）】
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エ）公営企業施設の老朽化の状況

公営企業は、料金収入により独立採算の原則のもとで経営を行っており、各事業が管

理する施設の維持管理・更新等については、それぞれの経営状況等を踏まえ、計画的な

投資を行っています。建設後50年を経過した発電所など高度経済成長期以降に設置され

た施設については、更新時期を迎えつつあります。

【主な公営企業施設の状況（建設年度別・経過年数別）】

類型 主な施設 数量

建設年度別・経過年数別の分類

～S39 S40～S49 S50～S59 S60～H6 H7～H16 H17～H26
不明

50年以上 40～49年 30～39年 20～29年 10～19年 10年未満

電気事業
施設

発電所 36施設
6 7 6 4 9 4 -

16.7% 19.4% 16.7% 11.1% 25.0% 11.1% -

事務所 2施設
0 0 0 1 1 0 -

0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% -

工業用水道
事業施設

浄水場 2施設
0 1 1 0 0 0 -

0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% -

水道事業
施設

浄水場等 5施設
0 0 1 1 3 0 -

0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 60.0% 0.0% -

発電設備 3施設
0 0 0 1 0 2 -

0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% -

施設管理
事業施設

ゴルフ場
（クラブハウス）

5施設
0 1 2 1 0 1 -

0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 0.0% 20.0% -

格納庫等 3施設
0 0 0 1 2 0 -

0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% -

団地造成事業
・その他施設

事務所 2施設
0 0 0 1 1 0 -

0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% -

職員公舎等 5施設
0 0 1 4 0 0 -

0.0% 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% -

病院事業
施設

県立病院
27棟

（98,755㎡）

0 0 11,760 27,100 16,061 43,834 -

0.0% 0.0% 11.9% 27.4% 16.3% 44.4% -

宿舎等
16棟

（6,392㎡）

0 89 1,659 744 3,879 21 -

0.0% 1.4% 25.9% 11.6% 60.7% 0.3% -
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（３）未利用資産の状況

本県が所有する土地のうち、具体的な利用計画のない未利用地・低利用地（以下「未利
用地等」という。）は減少傾向にあり、平成27年4月1日時点で約36万㎡となっています。

未利用地等については、単に所有するだけでも除草や不法投棄対応など周辺環境保全の
ための管理経費が発生するため、本県ではこれまで、売却を含めた有効活用を検討し、未
利用地等の縮減に取り組んできました。

しかしながら、土地の形状や規模、法規制等の理由により、早期の売却が困難な未利用
地等も少なくない状況となっています。
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（４）これまでの取組

ア）県有施設最適化事業

①基本的な考え方
ⅰ 県有施設の保有総量縮減及び有効活用のため、施設機能の集約化を行う
ⅱ 集約化にあたっては、全庁的な視点、中長期的な視点に基づき、県有施設の利活用最

適化を目指す
ⅲ 平成２５年度から実施してきた資産アセスメントの結果や、個別施設が抱える課題を踏ま

えて実施する。
ⅳ 事業実施にあたっては、集約化により生み出された余剰地の売却収入を活用していく

②事業実績

【藤岡合同庁舎 第二別館 （H28）＜施設内集約＞】

駐車場として
有効活用

本館

財産処分

第二別館
857.39㎡

藤岡工業高校プール
（S61年度以降未利用）

・第二別館の機能（農業指導
センター）を本館などへ集約

事業概要

実施状況

・平成28年度に集約作業完了

・平成29年度に別館の解体完了

・敷地跡地の売却を実施中
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【渋川合同庁舎 別館 （H28）＜施設内集約＞】

【伊勢崎合同庁舎・総合教育センター （H29）＜地域内集約＞】

財産処分

本館

別館

駐車場として
有効活用

吾妻川構外駐車場
1,379.13㎡

機能を移転し
財産処分

複合施設として
さらなる有効活用

伊勢崎合同庁舎
5,728.97㎡

保健福祉事務所

（本館 築51年RC2階）

敷地面積 5,728.97㎡
延床面積 1,399.80㎡
入居機関 2機関
職員数 35人

総合教育センター

（本館 築24年RC8階）
（講堂棟 築24年RC3階）

敷地面積 32,922.36㎡
延床面積 19,649.20㎡
職員数 84人

直線距離約500m
講堂棟（１階）

・「行政県税事務所」及び「農業指導センター」を 総合教育センター（講堂棟）内へ移転

事業概要

実施状況

・平成29年度に集約作業が完了

・令和元年度に旧伊勢崎合同庁舎を売却

事業概要

実施状況

・別館の機能（書庫・倉庫）を本
館へ集約

・吾妻川駐車場を別館敷地へ集約

・平成28年度に集約作業完了

・平成29年度より吾妻川駐車場
敷地を売却中



第２章 公共施設等を取り巻く現状と課題

- 13 -

群馬県公共施設等総合管理計画

・「清水町駐車場敷地内の倉庫 （旧保健福祉事務
所庁舎）」の機能を振興局庁舎へ集約

・倉庫を解体し、「薄根町駐車場」の機能（職員駐
車場）を清水町駐車場へ集約

実施状況

事業概要

・平成29年度に倉庫機能の集約作業及び、倉庫の解
体工事が完了

・現在は清水町駐車場内の舗装工事中、30年度初頭
に駐車場の集約が完了

・令和2年度に薄根町駐車場跡地を売却

薄根町駐車場
1,971㎡

清水町
駐車場

利根沼田振興局庁舎

直線距離

約350m

直線距離
約１ｋm

財産処分

駐車場を集約

清水町駐車場
（敷地面積：4,534㎡）

倉庫（旧沼田保健福祉事務所）
ＲＣ造 ２階建
建築面積： 787.50㎡
延床面積：1,170.00㎡

【利根沼田振興局庁舎 職員駐車場 （H30）＜施設内集約＞】

事業概要

・「中部農業事務所家畜保健衛生課」の主機能
を前橋合同庁舎内に移転

・一部設備（解剖室・焼却炉）は家畜衛生研究
所との共用

家畜衛生研究所
（前橋市富士見町）

中部農業事務所
家畜保健衛生課
（前橋市上長磯町）

築49年RC2階（本館）
敷地面積 1,663.00㎡
延床面積 541.44㎡
職員数 15人

前橋合同庁舎
（前橋市上細井町）

築29年SRC
（高層棟7階、低層棟3階）
敷地面積 24,080.59㎡
延床面積 6,367.01㎡
入居機関 5機関
職員数 223人

直線距離
約10.1km

直線距離
約6.1km

国道50号

【中部家畜保健衛生所・前橋合同庁舎（R02）＜地域内集約＞】

実施状況

・令和2年度前橋合同庁舎に施設集約完了

・令和3年度に旧中部家畜保健衛生所を売却
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イ）県有施設長寿命化

<平成24～28年度>

主要棟の規模が概ね1,000㎡以上である75施設を「重点施設」と位置づけ、うち73施設につい
て、望ましい予防保全の時期や費用を具体的に示した「長期保全計画」を策定しました。
<平成26～29年度>
長期保全計画を活用して、平成26年度から平成29年度までに、約19.6億円の長寿命化工事

を実施しました。
（内訳）H26：1億円、H27：3億円、H28：3億円、H29：12.6億円

ウ）未利用地の利活用及び処分
群馬県では未利用地について、県による再利用、国又は地元市町村による有効利用の

見込みのないものについては、民間への売却を行っています。
売払いにあたっては、通常の一般競争入札及び随意契約のほか、インターネットによ

る入札や、不動産業者の媒介制度等も活用してさらなる売却の促進を図っています。

【未利用地等の売却実績】

年度

平成２0年度 10 59,355 1,560,376

平成２１年度 14 105,367 808,565

平成２２年度 14 6,929 449,897

平成２３年度 5 2,569 121,556

平成２４年度 12 123,937 1,060,554

平成２５年度 8 4,246 124,458

平成２６年度 8 3,114 114,556

平成２７年度 7 1,462 59,030

平成２８年度 3 1,844 74,442

平成２９年度 13 20,793 1,112,754

平成３０年度 6 56,935 767,861

令和元年度 11 35,954 810,653

令和２年度 7 9,466 268,478

合計 118 431,971 7,333,180

売却件数 売却面積（㎡） 売却価格（千円）
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２ 人口の推移・推計

（１）総人口の推移と将来見通し

本県の人口は減少傾向に転じており、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口

（中位推計）によると、令和22年には基準年の平成22年と比較して約38万人（約19％）の

人口が減少すると予測されています。今後、現状の公共施設等がそのまま維持されれば、

将来は人口に比べて数量や規模が過多な状態になることが見込まれます。

（２）年齢３階層別人口比率の推移と見通し

少子高齢化の進行により人口構成にも大きな変動が見られます。本県の年齢３階層別人

口比率は、高齢人口比率が増加傾向、年少人口比率が減少傾向にあります。今後もその傾

向が一層顕著になり、令和2年には高齢人口比率が30％を越え、令和22年には生産年齢人

口比率が53％まで減少するものと推計されています。このため、公共施設等の利用ニーズ

が大きく変化していくと予想されます。
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３ 財政に係る状況

本県財政は、歳入総額が伸び悩む一方で、義務的経費である公債費や、社会保障関連費

が大きなウェイトを占める補助費等が増加傾向にあります。

このため、今後、公共施設等の維持管理・更新等に要する財源を確保することがますま

す厳しくなっていくことが予想されます。
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データ出典：決算統計

義
務
的
経
費
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４ 中長期的な費用の見込み

群馬県が所有する公共建築物及びインフラ施設の今後３０年間の維持管理・更新等に係

る費用の見込みは以下のとおりです。

予防保全として「維持管理・修繕」「改修」「更新等」で長寿命化対策を行った時の費

用は1,455,928,495千円と推計されます。事後保全のみを行った場合では1,636,993,447千

円と推計されますので、予防保全型の維持管理を行うことにより、30年間で約

181,064,952千円の費用縮減効果（約11％減）が見込まれます。

【今後３０年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み】 （千円）

維持管理・修繕（①） 改修（②） 更新等（③）
合計（④）

（①＋②＋③）

耐用年数経過時に

単純更新した場合

（⑤）

長寿命化対策等の

効果額（④－⑤）

公共建築物 建物系施設 216,504,747 179,004,192 311,959,670 707,468,610 860,298,000 -152,829,390

土木系施設 268,326,622 124,014,945 64,446,964 456,788,531 639,454,634 -182,666,103

公営企業施設 56,736,955 78,708,506 156,225,893 291,671,354 137,240,813 154,430,541

小計 325,063,577 202,723,451 220,672,857 748,459,885 776,695,447 -28,235,562

541,568,324 381,727,643 532,632,527 1,455,928,495 1,636,993,447 -181,064,952

インフラ施設

合計
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５ 公共施設等に関する課題

（１）公共施設等の一斉老朽化への対応

本県が所有又は管理する公共施設等は、高度経済成長期以降、急速に整備を進めた結

果、一斉に老朽化しつつあり、近い将来、大規模改修や更新の需要が集中的に増大すると

見込まれます。老朽化施設の増大は、真に必要な公共施設等の新設だけでなく、既存施設

の適切な維持管理・更新に支障を来す恐れがあります。また、重大な事故や致命的な損傷

等の発生リスクが高まると予想されることから、老朽化問題への適切な対応が社会的に求

められています。

本県では、公共施設等の実態を把握するための調査や点検・診断を行い、施設特性に応

じた効率的・効果的な老朽化対策の取組を始めていますが、今後は全ての公共施設等の状

況を把握しながら、全庁的・長期的な視点に立って戦略的な維持管理・更新等を推進する

必要があります。

（２）社会構造の変化や新たなニーズへの対応

本県では、今後、本格化する人口減少社会を見据えた総合的な対策を推進することとし

ていますが、公共施設等については、人口減少・少子高齢化のさらなる進展に伴い、全体

として利用者数の減少や利用ニーズの変化が予想され、十分に利用されない施設や質的な

改善を必要とする施設が増加することが見込まれます。また、人口構造の変化に伴い、都

市や地域の構造も変化していくことが予想されます。

こうした変化に対応するためには、県民生活や経済活動、地域社会を支える機能の維持

・向上に配慮しながら、公共施設等の機能やあり方の見直しを行い、より効率的・効果的

にその役割を果たしていくことが求められます。

さらには、時代とともに高まる安全・安心への要求や環境負荷の低減等の新たな社会ニ

ーズにも対応する必要があります。

（３）限られた財源による対応とコストの平準化

今後、公共施設等に係る維持管理・更新費用が著しく増加することが予想されることか

ら、更新等にあたっては、その機能や役割を再確認した上で、持続可能で最適な規模とな

るよう十分な検討を行う必要があります。

また、公共施設等の維持管理にあたっては、緊急性の高い施設の保全を優先的に進めた

り、損傷が明らかになってから大規模な改修や更新等を行う従来の「事後保全型（対症療

法型）」の維持管理から、点検・診断結果に基づき計画的な保全を行う「予防保全型」の

維持管理に転換することにより、長寿命化を図りながら、中長期的な維持管理・更新等に

係るトータルコストを縮減し、さらには継続的な予算措置を行うためのコストの平準化を

図る必要があります。

公共施設等の維持管理・更新には一定の投資を要することが見込まれるため、こうした

財政負担の軽減に資する方策と同時に民間資金も含めた新たな財源確保のための工夫や調

整も必要となります。
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１ 基本的な考え方

（１）基本的な考え方

人口減少・少子高齢化のさらなる進行に伴い、これまでの人口構造を前提に整備・蓄積

されてきた公共施設等の量や質の見直しが必要となります。

公共施設等の老朽化は、人口問題と財政問題という大きな制約条件の中で、解決してい

かなければならない問題となっていますが、県民生活や経済活動の安全・安心を確保し、

必要なサービスや機能を持続的に提供していくためには、公共性・公益性に配慮しつつ、

経営的な視点に立って、公共施設等の必要性や配置・規模等を十分に検討した上で、適切

な対応策を講じていくことが必要となります。

このため、本県では、次のとおり、公共施設等のマネジメントを推進し、持続可能で安

定的な財政運営を目指します。

（２）基本的な視点

公共施設等のマネジメントは、次の３つの視点を基に進めることとします。

【視点１】持続可能な資産経営

厳しい財政状況にあっても必要なサービスや機能を提供していくため、限られた財源と

資産を最大限に有効活用する「資産経営」の観点から、公共建築物については、ファシリ

ティマネジメントを推進し、量・質・コスト、サービスの最適化を図ります。また、イン

フラ施設については、施設特性に応じた効率的・効果的な維持管理を推進し、長寿命化を

図ります。これらの取組を通じて、公共施設等の維持管理・更新・運営等に係る費用対効

果の最大化や費用の平準化、全体の最適化を図ります。

【視点２】安全・安心の確保

公共施設等は、県民や利用者等の安全・安心を確保した上で、必要なサービスや機能を

提供し続けることが大前提であることから、防災・耐震性能等の向上を図るとともに、修

繕等の必要な対策を適切な時期に実施できるよう、点検・診断・修繕の履歴を蓄積し、次

の点検・診断・修繕等に活用するメンテナンスサイクルを構築します。

【視点３】多様な主体との連携・協働

限られた財源と人材で、公共施設等の老朽化問題に対応していくためには、多様な主体

との連携を図ることが重要となります。このため、日頃から情報収集・発信を積極的に行

い、県民、民間事業者、国、市町村、大学等と施設情報を共有するなど、多様な主体の知

恵と工夫を活用することにより、対応策の幅を広げながら、効率的・効果的な維持管理・

更新、サービス提供のあり方等を検討していきます。

第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

【公共施設等マネジメントの推進】

公共施設等を自治体経営における重要な資源として最大限有効に活用するとともに、

効率的・効果的な維持管理・更新を実施するための総合的マネジメントを推進します。

公共施設等全体の量、質、コストの最適化を図り、時代の変化に対応した質の高いサ

ービスを提供します。
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２ 取組の推進方向

公共施設等のマネジメントは、次の３つの項目を推進方向として掲げ、施設特性等を考

慮の上、具体的な取組を進めていきます。

【推進方向１】施設総量の適正化

人口動態や社会経済情勢等を踏まえ、公共施設等の適切な規模・サービス水準を検

討するとともに、公共建築物の機能集約の推進など、総量の適正化に取り組みます。

【推進方向２】計画的な保全による長寿命化の推進

点検・診断に基づく予防保全型の維持管理を導入し、安全性を確保するとともに、

公共施設等の長寿命化を推進し、財政負担の軽減・平準化に取り組みます。

【推進方向３】効率的な管理運営と資産活用の推進

民間活力を積極的に活用するなど、公共施設等の効率的・効果的な管理運営に取り

組むとともに、資産活用による新たな財源の確保を図ります。

公共施設等マネジメントの概念図

効率的な管理運営と
資産活用の推進

◇ 民間活力の活用
◇ 省エネルギーの推進
◇ 資産活用による財源確保

◇ 点検・診断の実施
◇ 予防保全の実施
◇ 安全確保、耐震化

計画的な保全による
長寿命化の推進

施設総量の適正化

◇ ニーズの変化への対応
（規模縮小、廃止、新設）

◇ 公共建築物の機能集約
（多機能化・複合化等）中長期的な

維持管理・更新等コスト

財政負担の
軽減・平準化

中長期的な

維持管理・更新等コスト

公共施設等マネジメントの推進

◇ 持続可能で安定的な財政運営

◇ 安全・安心な施設の提供

◇ 行政サービスの質的向上

【公共施設等に関する課題】

◇ 一斉老朽化への対応

◇ 社会構造の変化への対応等

◇ 限られた財源による対応等

従来の施設管理
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３ 取組方針

（１）総量適正化の推進方針

中長期的な観点から、人口動態や社会情勢等による個々の施設の需要見込みを踏まえ、

規模縮小が可能な施設や必要性が薄れた施設については統合・廃止等を行い、必要な施設

については新設・更新を行うなど、公共施設等の適切な規模・サービス水準等を検討する

とともに、公共建築物の機能集約等を推進するなど、施設総量の適正化を図ります。

施設総量の適正化

【主な取組内容】

□ ニーズの変化への対応

公共施設等の防災機能を十分に考慮しつつ、人口動態や社会情勢等による個々の施設

の需要見込を踏まえ、既存計画の見直しや規模の縮小、必要がなくなった施設の廃止・

解体を検討します。また、県民生活や経済活動等を支える基盤として、新規投資（量的

拡大）が必要な施設については、建設後の維持管理を含むトータルコストを考慮し、長

期にわたり維持管理しやすい施設となるよう経済的合理性を追求します。

□ 公共建築物の機能集約等の推進（コンパクト化）

①資産アセスメントの実施

既存施設の財務・品質・供給に関する評価項目・指標を設定し、個々の施設の状態を

横断的・相対的に評価する「資産アセスメント」を実施します。既存施設の建物性能や

利用状況等を踏まえ、利活用の最適化の観点から、施設特性に応じた見直しの方向性を

検討し、施設総量の適正化に取り組みます。

②多機能化・複合化等の推進

他施設との統合や近隣施設の機能集約等を推進し、既存施設の多機能化・複合化によ

る適正な施設量・コストによるサービス提供に取り組み、トータルコストの縮減とサー

ビスの維持・向上を図ります。

地域に分散する単独庁舎や老朽化により物理的機能が低下した施設については、近隣

施設の活用を十分に検討することとし、建築物の収容能力等から他施設の活用が困難な

場合は、国・市町村施設、民間施設の活用を検討するなど、県有施設にこだわらず柔軟

な施設利用に取り組みます。また、既存施設の更新を計画する場合は、国・市町村施設

等も含めて、全庁横断的に多機能化・複合化を検討します。

③施設のあり方等との一体的な検討

「これまでどおりの施設や機関ありき」ではなく、将来的な展望の下に立った今後の

施設のあり方を含めて一体的な検討を行います。また、老朽化により物理的機能が低下

した施設については、将来的な維持管理・更新費用に関する課題等を考慮した上で、各

施設におけるサービス水準やあり方等の検討を行い、長期的な視点から最も効率的・効

果的なサービスの提供方法を検討します。

④実施計画等の策定

既存施設の機能集約を推進するため、施設用途や集約・再配置圏域単位等で中長期的

な利活用の方向性を検討・整理し、実施可能なものから実施計画等を策定します。
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（２）点検・診断等の実施方針

公共施設等の長寿命化を推進するにあたって、点検は基本的な保全措置であり、施設特

性に応じて、適切な点検を実施し、劣化・損傷の程度等の把握に努めます。

劣化・損傷が進行する可能性や個々の施設に与える影響等について診断・評価を行い、

施設間における対策の優先度を判断します。また、点検・診断の結果は、保全・点検情報

として蓄積し、保全計画の作成や老朽化対策等に活用します。

（３）維持管理・修繕・更新等の実施方針

公共施設等の計画的な保全を推進するため、施設台帳の整備を進めるとともに、施設特

性に応じて、予防保全、事後保全等の手法を適切に使い分け、対策の優先度に基づき長期

保全計画や維持管理計画の作成、長寿命化計画の策定を行います。これらの計画に基づく

保全措置により、従来の平均的な更新周期を延伸することで中長期的な維持管理・更新等

に係るトータルコストの縮減と予算の平準化を目指します。

また、老朽化状況のほか、果たしている役割、機能、利用状況等を踏まえ、更新等が必

要と判断される施設については、施設特性に応じて、民間資金等を活用した整備手法も検

討するなど、効率的・効果的な更新を進めます。

【主な取組内容】

□ 点検等の着実な実施

点検基準に従い、施設管理者（必要に応じて技術職員）による定期的な点検を着実に

実施していきます。経年による劣化状況、外的負荷（気候天候、使用特性等）による性

能低下状況及び管理状況を把握するとともに、評価を行い、施設間における対策の優先

度を判断します。

□ 点検基準の整備

整備済み基準類の見直しも含め、施設特性等を踏まえた点検・診断の基準を整備し、

健全性を適切に把握する仕組みを構築します。

□ 不足情報の収集・整備と活用

建設年次が古い施設においては、台帳への情報記載が不十分なものや台帳そのものが

存在しないものもあるため、不足する情報の収集に努めるとともに、新たな情報が効率

的に活用できるよう、データベース化等による情報整理を進めます。

□ 点検・診断に必要な人材確保・技術者の育成

点検・診断のための知識や技術を習得した人材の確保・育成を図るため、職員向けの

技術研修を実施するとともに、地元の建設産業（建設業、測量設計業）の点検・診断技

術力向上のための講習会の開催や、若手技術者及び学生の興味を喚起する広報啓発等に

ついて、産・学・官が連携し双方向での対策を実施します。

□ 新技術の活用

点検・診断時には、施設特性に応じて、非破壊検査技術や情報通信技術（ＩＣＴ）な

どの新技術を活用し、点検・診断技術の高度化・効率化に取り組みます。

計画的な保全による長寿命化の推進
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（４）安全確保の実施方針

公共施設等の安全確保を図るため、点検・診断等により危険性が認められる施設につい

ては、緊急性や重要性を勘案して、必要な工事等を実施します。

高度な危険性が認められた施設や老朽化等により供用廃止された施設で、今後も利用見

込みのない施設については、防災・治安上の観点から速やかな解体撤去に努めます。

【主な取組内容】

□ 予防保全の実施

日常の維持管理にあたっては、劣化の有無や兆候を可能な限り確認又は予測し、施設

特性や安全性・経済性を考慮しつつ、予防保全による性能等の保持・回復を図ります。

□ 長期保全計画の作成

計画的な保全を実施する必要がある施設については、劣化調査等の結果を踏まえ、一

定の性能水準を維持するための長期保全計画を作成します。

□ 長寿命化計画の策定

最も効率的・効果的な施設群の単位（分野別・類型別）で長寿命化計画を策定し、計

画的な保全を推進します。計画の実施にあたっては、重要性・緊急性を判断して優先度

や実施時期を決めるとともに、トータルコストが最小になるよう様々な材料・工法を比

較して最良な方法を選択した上で、必要に応じて効果を検証し計画の見直しを行います。

□ ニーズの変化への対応

更新等の機会には、その施設の役割や機能を再確認し、その時点で要求される機能・

サービス水準での更新や多機能化・複合化、転用、廃止・撤去等を検討します。

□ ユニバーサルデザイン化の推進

改修及び更新にあたっては、ユニバーサルデザイン(※８)化の考え方に基づき、高齢者

や障害者をはじめ、全ての利用者にとって利用しやすい施設づくりを推進します。

□ 民間活力の活用

更新等に際しては、民間のノウハウ、資金等を活用することが、サービスの充実・向

上、更新費用や管理運営経費の縮減などの観点から、有効な場合も考えられることから､

ＰＰＰ(※９) ・ＰＦＩ(※１0)をはじめ、その他民間と連携する方法も選択肢の一つとして検
討します。

□ 脱炭素化の推進方針

更新等に際しては、「群馬県地球温暖化対策実行計画」を踏まえ、温室効果ガス排出量
の削減に努めます。

【主な取組内容】

□ 危険箇所への対処等

点検の結果等に応じて、危険箇所の除去、立入防止措置、利用者等への周知徹底を行

うなど、適切な措置を迅速に行います。また、点検等により危険箇所が発見された場合

は、同種・類似の施設についても早急に点検を実施し、事故の未然防止に努めます。

□ 建築物の非構造部材の安全対策

これまでは、建築物の構造体の耐震改修を優先的に実施してきましたが、今後は、非

構造部材（外壁、ガラス、吊り天井等）の安全対策を順次進めていきます。

（※８）「ユニバーサルデザイン」とは、性別・年齢・身体能力・国籍等に関わらず全ての人が利用しやすいデザインをいう。
（※９）「ＰＰＰ」とは、公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間のノウハウを利

用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。
（※10）「ＰＦＩ」とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、

効率化やサービスの向上を図る公共事業の手法をいう。
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（５）耐震化の実施方針

公共施設等は、平常時の機能のみならず、災害時の拠点施設や物資・人員の輸送施設と

して、重要な機能を併せ持っており、災害時において、これらの機能が十分に発揮できる

よう、これまでに引き続き計画的に耐震化の措置を講じていきます。

（６）長寿命化の実施方針

長期にわたり利用していく公共施設等については、計画的な保全措置による長寿命化を

推進し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減と予算の平準化を図り

ます。また、大規模改修等の実施にあたっては、企画設計段階から長寿命化に必要な機能

を備えた構造や設備、材料の採用を検討します。

【主な取組内容】

□ 耐震改修の推進

長期にわたり利用していく施設で必要な耐震性能が確保されていない場合は、施設用

途や規模のほか、地域防災機能や緊急性等の観点から優先度を判断しながら、計画的に

耐震化を推進していきます。

【主な取組内容】

□ 予防保全の実施（再掲）

日常の維持管理にあたっては、施設特性や安全性・経済性を考慮しつつ、劣化の有無

や兆候を可能な限り確認又は予測し、予防保全による性能等の保持・回復を図ります。

□ 建築物の目標使用年数の設定

建築物の長寿命化を推進するため、施設特性に応じて、施設使用の計画期間である

「目標使用年数」を設定します。長寿命化するための計画的な保全の実施や材料・工法

等の適切な選択を行うことにより、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコスト

の縮減を図ります。

□ トータルコストを考慮した大規模改修の実施

長期にわたり利用していく施設を見極めた上で、適切な時期に大規模改修を実施しま

す。大規模改修の実施にあたっては、改修後の使用予定期間等を考慮してトータルコス

トが最小となるよう、様々な改修内容・工法等を比較し最適な方法で実施します。

なお、大規模改修が技術的に困難な場合や経済合理性が低いと判断される場合は、更

新等も検討します。

□ 長寿命化設計基準等の整備

建設費用（初期投資）に注意を払うだけでなく、これまで以上に建設後の維持管理を

含めたトータルコストを念頭に置いた設計が必要となるため、長期にわたり維持管理し

やすい施設となるよう経済的合理性を追求した仕様を検討し、長寿命化のための設計方

針や具体的な設計性能を整理します。

□ 新技術の活用

災害時など、施設管理に従事する者の安全を確保するため、必要に応じて施設の遠隔

操作化、自動化を行います。
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（７）効率的な管理運営・資産活用の推進方針

指定管理者制度や管理運営業務の包括委託などの民間活力の活用、省エネルギー改修の

実施など、施設特性に応じて、公共施設等の効率的・効果的な管理運営に取り組み、サー

ビスの充実・向上を図りながら、管理運営経費を低減します。

また、公共施設等を経営資源と捉え、資産としての有効活用による新たな財源の確保を

図ります。

効率的な管理運営と資産活用の推進

【主な取組内容】

□ 民間活力の活用

指定管理者制度、管理運営業務の包括的な委託など、民間のノウハウ、資金等を活用

した業務の効率化と施設管理手法の改善について検討し、サービスや施設機能の質的向

上を図りながら、管理運営経費を低減します。

□ 省エネルギーの推進

光熱水費の節減や環境対策のため、保全計画等と連携しながら、効率性の高い環境性

能に優れた設備の導入や太陽光発電などの自然エネルギーの活用を検討し、施設の省エ

ネルギー化を推進します。また、大規模施設などの光熱水費が多額となっている施設を

対象にＥＳＣＯ事業の導入を検討します。

さらに、個々の施設ごとの光熱水費・使用量の実態を把握、比較検討し、効率的・効

果的な運用等を行うことにより管理運営経費の低減を図ります。

□ 地域社会との連携

地域コミュニティの形成やまちづくりの観点から、生活に密着した施設の日常的な維

持管理については、地域住民の参画を促進するとともに、これらの取組を継承していく

ための人材育成について、地域社会や市町村との連携を図ります。

□ 受益者負担の見直し

公の施設や行政財産の利用に係る使用料・手数料等については、社会経済情勢の変化

を踏まえながら、受益者負担の適正化の観点から、その適切な水準について定期的に見

直し、必要な改定を行います。

□ 資産活用による財源確保

公共施設等への適正な投資を継続的に実施するため、新たな財源の確保について積極

的に取り組みます。具体的には、未利用資産の売却・貸付のほか、施設命名権（ネーミ

ングライツ）の売却、壁面等を提供した企業広告の募集、施設内の余剰面積等を活用し

た自動販売機の設置場所の貸付など、様々な手法で財源確保を図ります。

また、施設の機能集約等を行う際に生じる跡地については、地域のニーズやまちづく

りに配慮しつつ、適切な処分や有効活用を進めます。

□ 新公会計制度の活用

固定資産台帳の整備により、施設・設備の取得価額や耐用年数等の情報を的確に把握

し、サービス提供に要した総費用による施設別行政コストの分析等を通じて、効率的な

管理運営や適正な受益者負担等の検討を進めていきます。
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４ 計画の推進体制・方策

（１）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有

本計画の推進、進行管理、取組全般に係る総合調整等を行うため、全庁的な推進体制を

整備するとともに、施設情報の一元化を進めます。

（２）総合的かつ計画的な管理を実現するための方策

本計画の取組を推進するため、職員を対象とした研修の実施や財源確保の検討などの

必要な取組を行うほか、多様な主体との連携を深めながら計画の実効性を高めます。

【主な取組内容】

□ 全庁的な推進体制の整備

既存の庁内会議（県有財産利活用推進会議等）を活用し、全庁的な推進体制の整備を

図るとともに、公共施設等のマネジメント担当部署・営繕部門の体制強化や財政部門、

行革部門、施設所管部局等との連携強化を図り、本計画に基づく取組を推進します。

□ 情報管理の一元化

既存施設の集約や有効活用（売却等を含む）に必要な情報に関しては、所管部局が管

理している土地・建物等の情報の一元化に取り組み、それらを分析・利活用するととも

に、庁内外において情報共有・発信を行います。また、点検・診断や修繕履歴等の維持

管理・保全業務に関する情報について、施設類型ごとに一元的に管理する体制を構築し、

長寿命化の取組に活用していきます。

【主な取組内容】

□ 職員の意識啓発と技術力の向上

本計画の取組を推進するためには、職員一人一人の理解が重要であることから、研修

や庁内広報等を通じて職員の意識啓発に取り組みます。また、点検に従事する職員に対

しては、適切な点検が可能となるよう技術研修等を実施し、技術力の向上に努めます。

□ 計画推進のための財源確保

公共施設等の長寿命化・更新等に係る費用や老朽施設の解体費用の財源については、

国庫補助金や老朽化対策を推進するために創設された地方債の活用を検討するほか、未

利用資産の売却など、必要な財源の安定確保に向けて検討します。

□ 国・市町村との連携

既存の会議（公有財産利活用連絡会議等）を活用し、国や市町村とも情報共有を図り

ながら、公共施設等の老朽化対策や未利用資産の活用等を推進します。

□ 民間との連携

「群馬県ＰＦＩ事業等活用ガイドライン」(平成25年1月)に基づき、施設整備・運営

の効率化やサービスのさらなる充実に向けた民間ノウハウや資金の活用について、一層

の検討が進むよう取り組んでいきます。

□ 大学等との連携

公共施設等の老朽化対策に関して専門的な知見を有する大学等との連携を図りながら、

機能集約・長寿命化等の取組を推進していきます。
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（３）ＰＤＣＡサイクルの実施

各個別施設計画の進捗管理にあたっては、「県有財産利活用推進会議」において、各
年度の保有する施設の状況や取組の進捗状況などを確認するとともに、取組方針や管理
目標等と照らし毎年度評価を実施します。当該評価の結果に基づき、必要に応じて計画
の見直しを実施し、本計画の内容を充実させていくとともに、継続的に取組を推進しま
す。

【PDCAサイクルのイメージ】
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（４）分野別・類型別計画（※11）の策定

公共施設等の機能集約や長寿命化を着実に推進するため、行政サービス分野や施設類型

ごとに具体的な取組方策を示す分野別・類型別計画の策定に努めます。

なお、既に同種・類似の計画を策定している施設類型については、当分の間、当該計画

をもって分野別・類型別計画の策定に代えるものとし、計画改定時に必要な見直しを行い

ます。

５ 計画期間における管理目標

本計画では、計画期間内に重点的に取り組むべき事項を「管理目標」として設定し、

安全・安心の確保と将来負担の軽減を図ります。

なお、管理目標は、計画の進捗状況にあわせて適宜見直しを行うこととし、その際は、

可能な限り定量的な目標の設定を検討していきます。

管理目標

① 適切な点検・修繕等（計画に基づく修繕、点検診断結果を踏まえた修繕等）の実施

により、公共施設等の健全性を確保し、老朽化に起因する重大事故ゼロを継続します。

② 中長期的な視点から公共建築物の利活用の方向性を検討・整理し、移転、集約、

廃止、解体撤去が可能なものから順次実施します。

③ 未利用資産の早期売却を行うとともに、売却等が困難な資産については、個々の資

産に応じて収入確保に取り組みます。

（※11）「分野別・類型別計画」とは、インフラ長寿命化基本計画に定める個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）
をいう。記載事項については、対象施設、計画期間、対策の優先順位の考え方、個別施設の状態等、対策内容と
実施時期、対策費用等のほか、関係省庁の技術的助言等を踏まえた内容とするとともに、公共建築物については、
総量適正化（機能集約、廃止等）の取組を含めた内容とする。
なお、同基本計画では、平成32年度までに個別施設計画を策定することを目標としている。
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本章では、第３章の「公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方

針」に基づき、安全性、経済性、重要性の観点から、計画的な点検・診断、修繕・

更新等の取組を実施する必要性が認められる施設類型について、それぞれの特性を

踏まえた管理方針を整理します。

また、本章に管理方針を掲載していない施設類型については、本計画の趣旨を踏

まえ、各施設管理者において適切に管理していくこととします。

なお、本計画は、公共施設等の管理に関する基本的な方針を示すものであり、施

設類型ごとの具体的な取組方策については、分野別・類型別計画等で定めることに

なります。今後においては、本計画と分野別・類型別計画等が相互に連携・補完し

ながら、機能集約、長寿命化、利活用促進等の取組を推進していきます。

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

施設類型ごとの現状と課題、方向性、取組方針等

施設区分 施設類型

１ 公共建築物（建物系施設） （１） 庁舎等 （２） 県営住宅 （３） 県立学校 （４） 警察施設

２ インフラ施設（土木系施設）
（１） 道路 （２） 河川 （３） 砂防関係施設 （４） 都市公園 （５） 下水道

（６） 治山施設 （７） 土地改良施設 （８） 交通安全施設

３ インフラ施設（公営企業施設）
（１） 電気事業施設 （２） 工業用水道事業施設 （３） 水道事業施設

（４） 施設管理事業施設 （５） 病院事業施設
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県が所有・管理する行政庁舎や試験研究機関等の庁舎系施設、文化・社会教育や福祉関
係施設等の県民利用施設、職員公舎等を対象とします。

現
状
と
課
題

昭和40年代から50年代にかけて整備された施設の老朽化が進んでいるほか、平成初期に整備
された大規模施設の改修時期を迎え、改修・更新費用の増大が懸念されます。このため、既存
施設の利活用の方向性を検討し、総量の適正化を図るとともに、効率的・効果的な利活用・保
全管理を推進する必要があります。

方
向
性

今後策定する分野別・類型別計画等に基づき、機能集約、長寿命化等の取組を着実に実施す
るとともに、民間活力の効果的な活用を検討し、行政サービスの更なる質的向上と財政負担の
軽減・平準化を図ります。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
全庁的・中長期的な視点から見直しの方向性を整理し、効果や効率の向上が見込めるもの

から移転・集約を行います。また、人口減少等によるニーズの変化や建築物の老朽化状況等
を踏まえ、将来的な施設の必要性・集約化を継続的に検討し、総量適正化に取り組みます。

○ 点検・診断等の実施方針
建築物等の法定点検や必要な点検・診断等を定期的に実施するとともに、職員による日常

点検を行うなど、施設の特性に応じて適切な点検等を行います。また、点検結果等を記録し
て蓄積し、老朽化対策に活かしていきます。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
点検・診断・修繕履歴等のデータに基づき、対策の優先度を判断し、長期保全計画等を作

成します。これらの計画に基づく保全措置を実施するとともに、更新等の際は、民間活力の
活用も検討しながら、中長期的な費用の縮減と平準化を目指します。

○ 安全確保の実施方針
点検・診断等の結果により、危険性があると判断された場合には、緊急的な修繕等を行い

ます。また、危険性があり今後も利用見込みのない施設については、速やかに除却等の措置
を講じます。

○ 耐震化の実施方針
長期にわたり利用していく施設で必要な耐震性能が確保されていない場合は、施設用途や

規模のほか、地域防災機能や緊急性等の観点から優先度を判断し、計画的に耐震改修を実施
します。

○ 長寿命化の実施方針
長期にわたり利用していく施設については、効率的・効果的な利活用を追求するとともに、

点検・診断・修繕履歴等のデータに基づき、各部位の耐用年数を考慮した計画的な保全を実
施し、長寿命化に取り組みます。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
民間活力の活用やその他様々な手法を取り入れ、行政サービスの質的向上や管理運営経費

の節減に取り組むとともに、未利用資産の売却・貸付、自動販売機の設置場所の貸付、ネー
ミングライツなど、資産活用による収入確保対策に引き続き取り組みます。

１ 公共建築物（建物系施設）（１）庁舎等
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対
象
施
設

群馬県が所有・管理する県営住宅を対象とします。
なお、県営住宅の附帯施設や児童遊園、集会所等の共同施設を含みます。

現
状
と
課
題

県営住宅については、昭和40年代後半から昭和50年代に建設された中層耐火建築物の住戸が
全体の半数を占めており、今後一斉に建替時期を迎えるなど、老朽化に関する問題が深刻化し
ています。今後も厳しい財政状況が予想されることから、既存ストックを有効活用し、安全か
つニーズにあった県営住宅の持続的な供給を推進する必要があります。

方
向
性

群馬県営住宅長寿命化計画に基づき、安全で快適な住まいを長きに亘って確保するため、修
繕、改善、建替などの県営住宅の活用手法を定め、長期的な維持管理を行っています。また、
予防保全的な観点から修繕や改善の計画を定め、更新コストの削減や事業量の平準化を図るな
ど、より効果的な県営住宅の長寿命化を推進します。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
群馬県営住宅長寿命化計画に示されている公営住宅供給の方針に基づき、県営住宅の統合

や廃止を推進します。また、進捗状況の確認を行い、適宜必要な見直しを行うことで最適化
を図ります。

○ 点検・診断等の実施方針
建築物等の法定点検や簡易水道施設の検査など、必要な点検・診断等を定期的に実施する

とともに、点検・診断等の履歴を収集・蓄積し、老朽化対策等に活かしていきます。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
群馬県営住宅長寿命化計画に基づき既存ストックを有効に活用するため、屋上防水改修や

外壁改修など、早期段階で予防的な修繕を実施するとともに、修繕等の履歴を収集・蓄積し、
老朽化対策等に活かしていきます。
また、県営住宅は、昭和40年代後半から昭和50年代にかけて大量供給されたストックが一

斉に更新時期を迎えます。その課題に対して、事業費の平準化を図るために建替時期につい
ても検討します。

○ 安全確保の実施方針
点検・診断等により県営住宅入居者や第三者に被害が発生すると判断された場合には、緊

急的な修繕を実施するなどの必要な措置を講じます。

○ 耐震化の実施方針
県営住宅の耐震化は平成25年度までに完了しています。

○ 長寿命化の実施方針
予防保全型維持管理及び耐久性の向上等を図るため、群馬県営住宅長寿命化計画に基づき、

主に長寿命化型改善、居住性向上型改善、福祉対応型改善及び安全確保型改善を実施し、既
存ストックの改善を着実に進めます。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
民間活力を活用して建て替えによって創出する土地の有効活用を図るとともに、未利用地

等の積極的な売却・貸付などの収入確保対策に引き続き取り組みます。

１ 公共建築物（建物系施設）（２）県営住宅
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対
象
施
設

群馬県が所有・管理する県立学校を対象とします。

現
状
と
課
題

第２次ベビーブーム世代の増加に伴い、昭和40年代後半から50年代にかけて整備された学校
施設が全体の約７割を占め、それらの施設が一斉に更新時期を迎えています。従来どおりの建
替えによる更新では財政的な負担が大きいことから、既存施設の利活用の方向性を検討し、効
率的・効果的な維持管理・更新等を推進する必要があります。

方
向
性

児童、生徒が安全かつ充実した学校生活を過ごせるよう、学校施設の適切な維持保全を行い、
かつ効率的・効果的な継続使用実現のために、県立学校の長寿命化を推進します。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
高校教育改革推進計画（計画期間：平成24年度～33年度）に基づき、学校規模の適正化を

図ります。併せて、学校規模に見合う校舎等の集約化を検討するとともに、必要な施設につ
いては更新等を行います。

○ 点検・診断等の実施方針
建築物の法定点検や必要な点検・診断等を定期的に実施するほか、職員等による自主点検

を実施するなど、各学校の特性に応じた点検を行います。また、点検結果等を記録し、劣化
状況を経過観察することにより効率的かつ効果的な保全に活用します。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
点検及び診断結果・修繕履歴等をデータ化し、蓄積したデータともとに、効率的かつ効果

的な維持管理・修繕・更新を進めていきます。

○ 安全確保の実施方針
点検・診断等により危険性が高いと判断された場合は、緊急的な修繕等を行います。特に

非構造部材の安全対策については、日常の点検を重点的に行い、危険性が確認された時点で
早急に対処します。

○ 耐震化の実施方針
県立学校は平成27年度までにすべての施設で耐震化が完了しています。

○ 長寿命化の実施方針
学校施設の老朽度による長寿命化のための大規模改修計画を策定し、順次改修工事を進め

ていきます。また、今後生徒数の減少に伴う学校運営、カリキュラムの大幅な変更に対応す
る可変性と、省エネ（エコスクール）、暑さ対策等社会的な要求にも配慮した施設整備によ
り、長寿命化を図ります。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
未利用地等については、売却を含めた有効活用を進めます。また、自動販売機の設置場所

の貸付など収入確保対策に引き続き取り組みます。
特定規模電気事業者との電気供給契約締結など、契約コストの見直しにより、管理運営経

費の節減に引き続き取り組みます。

１ 公共建築物（建物系施設）（３）県立学校
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群馬県公共施設等総合管理計画

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県警察本部が管理する警察施設（警察庁舎、交番、駐在所、職員宿舎等）を対象とし
ます。

現
状
と
課
題

警察活動の拠点となる庁舎等の警察施設については、築30年以上の建築物が全体の約３割で
すが、10年後には約７割にまで増加することが見込まれており、今後は修繕・更新費用の増大
が懸念されます。このため、施設の経年的な劣化や損傷状況を踏まえ、計画的、効率的な維持
管理・更新等を実施していく必要があります。

方
向
性

県民の安全・安心の確保及び県民の期待と信頼に応える力強い警察を支えるため、今後策定
する分野別・類型別計画に基づき、計画的な点検・診断、修繕・更新を実施することにより、
必要な機能を維持しながら、トータルコストの縮減・平準化を図ります。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
県民の利便性や各警察署における治安情勢等の変化に対応した施設整備を図ります。また、

利用状況や立地条件等の地域性等を踏まえた将来的な施設の必要性を整理した上で廃止や集
約化を検討します。

○ 点検・診断等の実施方針
建築物の法定点検や必要な点検・診断等を定期的に実施するとともに、それらの結果を蓄

積し、老朽化対策に活かしていきます。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
点検・診断・修繕履歴等のデータに基づき、対策の優先度を判断し、長期保全計画の作成、

長寿命化計画（分野別・類型別計画）を策定の上、維持管理・修繕・更新等を進めていきま
す。

○ 安全確保の実施方針
点検等により安全性が確保されない場合には、緊急的な修繕を実施するなど必要な措置を

講じます。

○ 耐震化の実施方針
長期にわたり利用していく建築物で必要な耐震性能が確保されていない場合は、緊急性や

防災拠点としての機能性を考慮して、優先度を判断しながら耐震対策を推進します。

○ 長寿命化の実施方針
今後の利用見込みのほか施設の機能性や安全性について検討し、点検・診断・修繕履歴等

のデータに基づき、各部位の耐用年数を考慮した計画的な保全を実施し、長寿命化に取り組
みます。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
未利用・低利用資産の処分や自動販売機の設置場所の貸付等の収入確保対策に引き続き取

り組みます。

１ 公共建築物（建物系施設）（４）警察施設
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群馬県公共施設等総合管理計画

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県が管理する国道及び県道を対象とします。
なお、トンネルや橋梁など道路と一体となってその効用を全うする施設及び、側溝や法面工

などの工作物、道路標識や照明などの道路附属物として設置されているものを含みます。

現
状
と
課
題

橋梁をはじめとする道路施設の多くは、高度経済成長期に整備されていることから一斉に老
朽化が進み、今後、維持・修繕・更新が集中し多額の費用が必要となることが懸念されます。
このため、計画的、効率的な管理を行い、施設の安全性を確保し、適正な維持管理を実施して
いく必要があります。

方
向
性

施設別の長寿命化計画や維持管理計画に基づき、計画的に点検、修繕を行い予防保全を主体
とした施設管理に努め、安全性の確保及び維持管理費用の縮減と平準化を推進します。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
道路施設は、県民生活や経済活動等を支える基盤として、多面的な機能を有していること

から、県民の安全・安心な生活や利便性等に支障を与えることがないよう適切な管理を行い
ます。なお、道路新設に際しては、県として管理すべき意義が薄れている旧道（県管理道
路）を市町村道へ移管することを原則とするなど、適正な県管理道路網の保持に努めます。

○ 点検・診断等の実施方針
道路法施行規則に基づき、橋梁及びトンネルなどの重要な構造物について近接目視による

定期点検を５年に１度実施し、健全性を診断します。また、職員点検や道路パトロール等の
日常点検により、施設の状況把握を行い、早期に異常を発見し、重大事故の防止に努めます。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
施設別の長寿命化計画や維持管理計画に基づき、予防保全型維持管理など、施設の特性に

応じた維持修繕に努めます。

○ 安全確保の実施方針
点検・診断の結果、道路利用者や第三者に被害が発生すると判断された場合には、通行止

め等の必要な措置を講ずるとともに、早期に安全性が確保されるよう、修繕を実施します。

○ 耐震化の実施方針
災害時の輸送ルート確保のため、緊急輸送路上の橋梁、交通量が多い橋梁や県境をまたぐ

橋梁など、重要度が高い橋梁について順次耐震対策を進めます。

○ 長寿命化の実施方針
長寿命化計画を策定した、橋梁、トンネル付属施設、舗装、横断歩道橋、道路照明につい

て、計画に基づいた予防保全型維持管理を実施します。また、関係法令の改正や点検結果等
を踏まえ、適宜、既存計画の見直しを検討します。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
道路照明のＬＥＤ化等により、管理経費の低減に努めます。

２ インフラ施設（土木系施設）（１）道路
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群馬県公共施設等総合管理計画

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県が管理する河川、ダム、河川に付随する水門、樋門、樋管、排水機場を対象とします。

現
状
と
課
題

群馬県が管理する河川構造物は、設置から50年以上を経過するなど耐用年数を超過している
施設も多く、近い将来、更新費の増大や集中が懸念されます。このため、計画的、効率的な管
理を行い、施設の安全性を確保し、適正な維持管理を実施していく必要があります。

方
向
性

対象施設の形式や河川の区間区分に応じて、長寿命化計画や維持管理計画に基づく点検、評
価、修繕を行い、予防保全を主体とした維持管理に努め、安全性の確保及び維持管理費用の縮
減・平準化を推進します。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
河川構造物については、過去の出水や地形的特性を踏まえて適切な場所に設置されており、

既存施設がそれぞれに必要な機能を有していることから、県民の安全・安心な生活に支障を
与えることのないよう適正な管理を行います。

○ 点検・診断等の実施方針
ダム、排水機場、堰、水門・樋門・樋管、浄化施設、除塵機は形式に応じて、堤防等は河

川特性・重要度に応じて施設ごとに点検計画を定め、出水期前等の適切な時期に必要な点検
を実施します。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
ダム、排水機場等は、長寿命化計画を策定し、計画に基づいた適切かつ効果的な修繕等を

行います。
堤防等は、定期点検や巡視、洪水時の点検等により状態を把握し、重要性、緊急性を勘案

して必要な修繕等を行います。

○ 安全確保の実施方針
定期点検や巡視、洪水時の点検等により状態を把握し、重要性、緊急性を勘案して必要な

修繕等を行います。

○ 耐震化の実施方針
耐震性調査を行い、優先度の高い施設から対策を行います。

○ 長寿命化の実施方針
計画的な保全措置による長寿命化を推進し、中長期（40年間）的な維持管理・更新等に係

るトータルコストの縮減と予算の平準化を図ります。

２ インフラ施設（土木系施設）（２）河川
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群馬県公共施設等総合管理計画

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県が管理する砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設を対
象とします。

現
状
と
課
題

砂防関係施設においては、厳しい自然環境の下に置かれていることから、今後、施設の老朽
化の進行による安全性の低下や更新費用の増大が懸念されます。このため、計画的、効率的な
管理を行い、施設の安全性を確保し、適正な維持管理を実施していく必要があります。

方
向
性

定期点検により施設の健全度を把握し、適切な対策により長期的な施設の機能、性能を維持、
確保します。分野別・類型別計画の策定にあたっては、トータルコスト縮減と予算平準化のた
め、予防保全型の維持管理計画として砂防施設の長寿命化計画を策定します。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
砂防関係施設については、保全人家等、地形的特性や過去の災害状況等を踏まえて適切な

場所に設置されており、施設がそれぞれに必要な機能を有していることから、県民の安全・
安心な生活に支障を与えることのないよう適正な管理を行います。

○ 点検・診断等の実施方針
長寿命化計画に基づき計画的に点検を実施し、目視による健全度を診断します。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
予防保全型維持管理の対象施設を拡大し、分野別・類型別計画に基づく計画的な保全を実

施します。

○ 安全確保の実施方針
点検・診断等により施設の機能に不足が生じ危険と判断された場合には、緊急的な修繕を

実施するなど、必要な措置を講じます。

○ 耐震化の実施方針
点検・診断等により緊急性が高いと判断された場合には、順次耐震化対策を進めます。

○ 長寿命化の実施方針
砂防施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設の分野別・類型別計

画に基づき、土砂災害に対する安全性を低下させないよう予防保全型維持管理を実施します。

２ インフラ施設（土木系施設）（３）砂防関係施設
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群馬県公共施設等総合管理計画

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県が管理する都市公園（敷島公園、群馬の森、金山総合公園、観音山ファミリーパーク、
多々良沼公園）を対象とします。

現
状
と
課
題

県立都市公園の５公園は、昭和20年代から整備が行われており、陸上競技場メインスタジア
ムなど、建設後20年以上経過している施設が全体の46％に達するなど、今後の更新時期を迎え
るにあたり、更新費用や維持管理費用の増大が懸念されます。このため、計画的、効率的な管
理を行い、施設の安全性を確保し、適正な維持管理を実施していく必要があります。

方
向
性

都市公園長寿命化計画に基づき、計画的に点検、修繕を行い予防保全を主体とした施設管理
に努め、安全性の確保及び維持管理費用の縮減と平準化を推進するとともに、多くの県民に利
用してもらえるよう管理運営を行います。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
県立の都市公園については、自然環境の保全、美しい景観の形成、災害時の避難場所等の

防災機能、多様な余暇活動や健康増進活動の場、観光拠点としての役割など、幅広い機能を
有しているため、５公園を適切に管理します。

○ 点検・診断等の実施方針
通常点検として、日常の維持管理や保守点検を指定管理者の業務として行います。また、

専門家点検として５年に１度、または異常時に詳細点検や健全度判定を行い、検査台帳を作
成します。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
施設の種類・規模に応じて、管理区分（状態監視保全、時間計画保全、事後保全）を設定

し、効率的・効果的な維持管理を行います。具体的には、劣化状況の確認・監視が可能な施
設（建築物・遊具等）について指定管理者とともに日常点検や専門家点検を実施し、必要な
部材の修繕等（クラック補修・塗装等）を行います。また、状態監視が行えない設備、機器
で一定の稼働時間を経過した機器（ポンプ等）を分解し、点検及び修繕等を行います。予防
保全が不可能な場合や効果が薄い場合、損傷しても施設的に致命的な影響を与えない機器は、
不具合が生じた場合に修繕を行う事後保全型管理とします。

○ 安全確保の実施方針
点検・診断等により、危険性があると判断された場合には、緊急的な修繕を実施するなど

必要な措置を講じます。

○ 耐震化の実施方針
主要な施設の耐震化はほぼ完了していますが、残された１施設の耐震化を進めます。

○ 長寿命化の実施方針
主要な利用系施設である遊具・建物は定期点検を主体とした状態監視保全を、それらに付

随する設備は状態監視保全、時間計画保全、事後保全により長寿命化対策を行うとともに、
利用者・社会ニーズの変化に対応した施設の陳腐化対策も実施します。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
都市公園については、引き続き、指定管理者による管理運営を行うとともに、自動販売機

の設置場所の貸付、ネーミングライツ等の収入確保対策に取り組みます。

２ インフラ施設（土木系施設）（４）都市公園
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県が管理する流域下水道（管路施設、処理施設、ポンプ施設）を対象とします。

現
状
と
課
題

流域下水道事業は、昭和52年の事業着手以降順次整備が進められ、インフラ施設の中では比
較的新しい施設ですが、今後の老朽化の進行に伴い維持管理・更新等に要する費用の増加が懸
念されます。特に、機械・電気設備は、管渠や建築・土木構造物と比べ耐用年数が短期であり、
劣悪環境とも相まって早期に修繕・更新等が必要となります。

方
向
性

トータルコスト最小化の観点を踏まえた長寿命化計画を策定し、適正な維持管理と点検整備
により設備の延命化を図るとともに、計画的な改築更新やコスト縮減による維持管理費用の平
準化に向けた総合的なマネジメントに取り組みます。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
人口減少や原単位の減少に伴う流域下水道に流入する計画汚水量の減少が予想されるため、

市町村との情報共有により将来の流入量に見合った施設整備を図るとともに、県民の生活に
支障を与えることのないよう適正な管理を行います。

○ 点検・診断等の実施方針
下水道維持管理指針（日本下水道協会）等に基づく定期的な点検・調査の実施により設備

状態（健全度）を把握し、予防保全の観点から計画的な維持管理を行います。また、定期的
に管渠内の調査を実施し、劣化や損傷状態を把握し適正な維持管理を行います。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
予防保全型維持管理の対象施設を拡大し、長寿命化計画に基づく計画的な修繕・更新を実

施します。

○ 安全確保の実施方針
道路陥没やマンホール蓋に起因する事故防止のため、管渠パトロールや管渠内カメラ点検

により施設状況を把握し、被害が想定される場合には、緊急的な補修工事を実施します。

○ 耐震化の実施方針
耐震診断により補強が必要となった処理施設の躯体について、機械や電気設備の更新計画

に合わせて耐震対策を実施します。また、幹線管渠において継ぎ手補強等を実施します。

○ 長寿命化の実施方針
「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き」に基づ

き、管路施設・処理施設・ポンプ施設の長寿命化計画の策定を進め、計画的な修繕及び改築
更新を実施します。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
既に、運転管理については、経営効率化を目的に包括民間委託を導入しています。また、

地方公営企業法の適用による公営企業会計への移行について検討を行います。

２ インフラ施設（土木系施設）（５）下水道
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群馬県公共施設等総合管理計画

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県が管理する治山施設を対象とします。

現
状
と
課
題

治山施設は、自然条件の厳しい箇所に整備されているものが多く、経年劣化やその他様々な
要因により、施設の劣化・損傷等が生じるおそれがあります。このため、機能強化を含めた適
切な維持管理が必要となっています。

方
向
性

地球温暖化に伴う気候変動等による山地災害の発生が懸念されることから、効率的な施設の
点検・診断等を行い、その結果に基づき適切な修繕・更新等を実施するメンテナンスサイクル
の構築に向けた取り組みを進めていきます。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
治山施設については、その場所で複数の目的をもった防災施設として設置されていること

から、統合することが困難な施設となっています。ただし、施設が損傷し、設置時に存在し
た保全対象が消失し、修繕を行わなくても森林が適切に維持される場合には、廃止を検討し
ます。

○ 点検・診断等の実施方針
治山施設の有する機能や施設周辺の森林状況を考慮した巡視・点検・診断等を実施してい

くとともに、異常豪雨等の後には、必要に応じて巡視・点検等を行い、健全度の把握を進め
ます。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
点検・診断等の結果を踏まえ、分野別・類型別計画（長寿命化計画）の策定を行い、健全

度の把握を進めます。

○ 安全確保の実施方針
点検・診断等の結果、人家・公共施設などの保全対象に被害を及ぼすと判断された場合に

は、緊急的な修繕等の必要な対策を実施します。

○ 長寿命化の実施方針
分野別・類型別計画（長寿命化計画）を策定し、治山施設の予防保全型維持管理を実施し

ます。

２ インフラ施設（土木系施設）（６）治山施設
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群馬県公共施設等総合管理計画

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県が管理する農業水利施設（頭首工）及び地すべり防止施設のほか、本県の管理ではな
いものの、補修・更新等による一定の財政負担が見込まれる農業水利施設（農業用ダム・ため
池、調整池、水路等）及び農道を対象とします。

現
状
と
課
題

農業水利施設をはじめとする土地改良施設の多くは、戦後から高度経済成長期にかけて県営
事業等で建設され、土地改良区等により管理されており、基幹的農業水利施設では、地元要望
及び施設管理者との協議により、本県で補修、補強等を行っています。
また、施設の老朽化が進むなか、漏水等の突発的な事故による農業用水の安定供給や下流域

への二次的被害の発生が危惧されています。このため、施設状況に応じた適正な維持管理、ト
ータルコストを抑えた適時・適切な保全対策が必要とされています。

方
向
性

施設管理者による施設特性に応じた適正な日常点検・施設監視等を通じて、劣化・損傷の程
度により施設機能の診断、調査を実施し、保全対策計画の策定や見直しを図ります。
また、施設管理者と連携して、保全対策計画に基づく、トータルコストの低減による適時

・適切な保全対策工事を実施し、施設の長寿命化を図ります

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
ため池では、施設の利用状況や営農への影響を踏まえ、必要に応じて廃止等を検討します。

○ 点検・診断等の実施方針
農業水利施設において、施設管理者（土地改良区等）が日常点検、機能保全計画に基づく

施設監視を実施するとともに、他の施設では、施設特性に応じた適切な点検・監視の方法等
を検討し、施設の劣化状況の把握に努めます。また、点検結果や診断結果のデータベース化
を進めます。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
農業水利施設は、施設ごとの機能保全計画に基づく適時・適切な保全対策を実施します。
また、他の施設では点検・診断結果等を反映した、分野別・類型別計画に基づく計画的な

保全対策を実施していきます。

○ 安全確保の実施方針
施設管理者等の点検、監視により著しい変状が確認された場合には、施設の診断、調査に

より対策時期、対策工法など分野別・類型別計画の見直しを行い、適時・適切な保全対策を
実施し、安全性の確保に努めます。

○ 耐震化の実施方針
一定規模以上の農業用ダム・ため池等では、大規模な自然災害発生時の二次的被害を未然

に防止するため、耐震化の必要性に係る調査、解析を進めます。対策が必要とされた施設は、
耐震化に向けた耐震化対策計画を策定し、対策を実施します。

○ 長寿命化の実施方針
機能保全計画を策定した調整池、水路などの農業水利施設は、補修、補強等による適時・

適切な保全対策工事を実施します。他の施設では、分野別・類型別計画を策定するとともに、
計画的な保全対策を実施します。

２ インフラ施設（土木系施設）（７）土地改良施設
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群馬県公共施設等総合管理計画

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県公安委員会が管理する交通信号機、大型道路標識等の交通安全施設を対象とします。

現
状
と
課
題

交通信号機をはじめとした交通安全施設は、昭和41年の交通安全施設等整備事業に関する緊
急措置法施行以来、計画的に整備を行ってきましたが、現在、大量更新期を迎えており、維持
管理・更新費用の増大が懸念されています。このため、施設の経年的な劣化や損傷状況を踏ま
えて、計画的・効率的な維持管理・更新等を実施していく必要があります。

方
向
性

交通安全施設の更新基準や点検結果を踏まえた上で総合的に判断し、必要な維持管理・更新
等を実施することにより、更新対象ストックの適切な管理に努めるとともに、トータルコスト
の縮減・平準化を図ります。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
交通安全施設の設置に際しては、真に必要性の高い場所を的確に選定し、既存施設につい

ては、必要性を再検討した上で移設や撤去を推進するなど、交通の安全性を損なうことのな
いよう適正なストック管理に努めます。

○ 点検・診断等の実施方針
交通安全施設の保守業務委託や職員による点検や巡視等を通じ、異常の早期発見に努めま

す。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
メンテナンスサイクルを構築し、実行することで老朽化対策の効率と効果を向上させます。

○ 安全確保の実施方針
点検・診断等により安全性に支障を来すと判断された場合には、緊急的な修繕を実施する

など必要な措置を講じます。

○ 耐震化の実施方針
幹線道路等の重要交差点に設置された交通信号機について、地震に伴う停電対策として、

非常用電源設備の設置を図ります。

○ 長寿命化の実施方針
定期的な点検により劣化・損傷を把握し、計画的な修繕・改良工事を実施し、施設の長寿

命化を図ります。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
信号灯器のＬＥＤ化や通信回線の集約化等、維持経費の低減に努めます。

２ インフラ施設（土木系施設）（８）交通安全施設
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県企業局が管理する電気事業施設（管理総合事務所、発電事務所、発電所等）を対象と
します。

現
状
と
課
題

電気事業は、水力31箇所、汽力1箇所、風力1箇所及び太陽光3箇所の計36発電所を有してお
り、これまで機械装置の更新や修繕等を行ってきましたが、建設後50年を経過した発電所では、
水路等の土木工作物の更新時期を迎えることとなります。このため、今後は計画的な設備改
修・更新を進める必要があります。

方
向
性

発電所の施設・設備のきめ細かな保守管理を実施するとともに、老朽化施設の改修・更新等
にあたっては、事業費の平準化とトータルコストの最小化を図り、より安全かつ効率的に県民
生活や企業活動に不可欠な電力を安定供給します。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
将来の施設の更新にあたっては、経営状況等を見極めながら適正な規模を検討します。

○ 点検・診断等の実施方針
電気工作物保安規程、発電所保守管理規程等に基づき、点検を実施し、点検記録を整備し

ます。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
各施設において、定期的なオーバーホールを含む点検計画や更新計画を策定しており、こ

れに基づいて維持管理・修繕・更新等を実施します。

○ 安全確保の実施方針
安全については最重要課題と受け止め、点検等により安全性に支障を来すと判断された場

合には、緊急的な修繕を実施するなど必要な措置を講じます。

○ 耐震化の実施方針
ダム・発電所等の主要設備については、地震による被災により人命や社会的に重大な被害

を及ぼさないよう施設の耐震化に努めます。

○ 長寿命化の実施方針
定期的な点検により劣化・損傷の程度や原因の把握を行い、計画的な修繕・改良工事を実

施することで、施設の長寿命化を図ります。施設の修繕・改良工事については、機能性や耐
久性などについて十分に検討を行い、維持管理・更新等に係るコストの縮減・平準化を図り
ます。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
保守管理システムの構築を進め、より効率の高い経営を目指します。

３ インフラ施設（公営企業施設）（１）電気事業施設
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群馬県公共施設等総合管理計画

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県企業局が管理する工業用水道事業施設（浄水場、管路等）を対象とします。

現
状
と
課
題

工業用水道事業施設は昭和40年に渋川地区へ、昭和53年に東毛地区へ供給を開始しており、
これまで適宜修繕・更新を行ってきましたが、古い施設が多くなっています。このため、今後
は老朽化対策として計画的な施設の改修・更新等を進める必要があります。

方
向
性

老朽化施設の改修・更新等にあたっては、事業費の平準化とトータルコストの最小化を図り、
地域における工業の健全な発達に寄与する産業基盤として、低廉豊富な工業用水を安定供給し
ます。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
将来の需要やエネルギー効率に配慮した施設配置等を検討します。

○ 点検・診断等の実施方針
土木工作物及び電気・機械設備について、群馬県工業用水道施設保守管理規程及び群馬県

企業局自家用電気工作物保安規程に基づき、点検を実施し、点検記録を整備します。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
点検・診断等の結果を受けて、施設の特性や安全性、経済性を踏まえつつ、予防的な修繕

等を実施し、性能等の保持・回復を図ります。また、個々の設備の経過年数、劣化状況、故
障や漏水の実績、設置又は布設状況、修繕部品の供給状況などの要素を総合的に判断し、重
要性・緊急性により優先順位をつけて修繕・更新工事を実施します。

○ 安全確保の実施方針
点検・診断等により危険性が認められる場合には、重要性や緊急性を勘案して、必要な工

事等を実施します。

○ 耐震化の実施方針
耐震計画を策定し、この計画にあわせて耐震化工事を実施します。

○ 長寿命化の実施方針
定期的な点検により劣化の程度や原因の把握を行い、計画的な修繕・改良工事を実施する

ことで、施設の長寿命化を図るとともに予算の平準化を図ります。修繕・改良工事について
は、維持管理のしやすさや耐久性などについても検討し、コストの縮減を図ります。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
業務の一部を民間企業に委託するなどして、効率的・効果的な管理運営を行い、サービス

の維持・向上を図りながら、管理運営コストの縮減に取り組みます。

３ インフラ施設（公営企業施設）（２）工業用水道事業施設
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県企業局が管理する水道事業施設（浄水場、水質検査センター、管路等）を対象としま
す。

現
状
と
課
題

水道事業施設は、県央第一水道、新田山田水道、東部地域水道、県央第二水道、水質検査セ
ンターがあり、県央第一水道は、給水開始から30年を経過したことから、平成22年度に更新・
改良計画を策定し、整備を進めています。また、他の施設についても、老朽化対策として計画
的な改修・更新等を進める必要があります。

方
向
性

老朽化施設の改修・更新等にあたっては、事業費の平準化とトータルコストの最小化を図る
とともに、広域的な水道用水供給を行うことにより、清浄にして豊富低廉な水の供給を行いま
す。また、時代や環境の変化に的確に対応し、強靱で持続的に安全な水道用水供給を行います。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
将来の施設の更新にあたっては、水需要に対応した適正規模を検討します。

○ 点検・診断等の実施方針
土木工作物及び電気・機械設備について、群馬県水道事務所等保守管理規程及び群馬県企

業局自家用電気工作物保安規程に基づき、点検を実施し、点検記録を整備します。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
点検・診断等の結果を受けて、施設の特性や安全性、経済性を踏まえつつ、予防的な修繕

等を実施し、性能等の保持・回復を図ります。また、個々の設備の経過年数、劣化状況、故
障や漏水の実績、設置又は布設状況、修繕部品の供給状況などの要素を総合的に判断し、重
要性・緊急性により優先順位をつけて修繕・更新工事を実施します。

○ 安全確保の実施方針
点検・診断等により危険性が認められる場合には、重要性や緊急性を勘案して、必要な工

事等を実施します。

○ 耐震化の実施方針
耐震計画を策定し、この計画に基づき耐震化工事を実施します。

○ 長寿命化の実施方針
定期的な点検により劣化の程度や原因の把握を行い、計画的な修繕・改良工事を実施する

ことで、施設の長寿命化を図るとともに予算の平準化を図ります。修繕・改良工事について
は、維持管理のしやすさや耐久性などについても検討し、コストの縮減を図ります。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
業務の一部を民間企業に委託するなどして、安定的、効率的な管理運営を行い、サービス

の維持・向上を図りながら、管理運営コストの縮減に取り組みます。

３ インフラ施設（公営企業施設）（３）水道事業施設
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県企業局が管理する施設管理事業施設（ゴルフ場、格納庫、賃貸ビル、駐車場）を対象
とします。

現
状
と
課
題

昭和40年代から60年代にかけて整備されてきた施設の老朽化が進んでいるほか、平成初期に
整備された大規模施設の設備改修時期を迎え、修繕・更新費用の増大が懸念されます。このた
め、今後は計画的な修繕・改修を進める必要があります。

方
向
性

県営ゴルフ場のあり方を踏まえ、各ゴルフ場の状況に応じ必要な改修等を計画的に進めるほ
か、賃貸ビルの設備に係る修繕・改修計画を策定し適切な維持管理に努め、事業費の平準化と
トータルコストの最小化を図るとともに、多くの県民・団体等に利用してもらえるよう事業運
営を行います。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
将来の施設の更新にあたっては、利用状況等を見極めながら適正な規模を検討します。

○ 点検・診断等の実施方針
施設の機能不全がサービス低下に直結することから、施設管理の外部委託等を通じ、法令

等に基づく定期検査のほか、日常的に点検作業を行っており、これらの報告結果等を施設の
維持管理に活用します。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
点検、診断等の結果を受けて、施設の特性や安全性、経済性を踏まえつつ、損傷が軽微で

ある早期段階に予防的な修繕等を実施することで、機能の保全・回復を図る「予防保全」を
推進します。また、電気・空調調和設備等については、個々の設備の耐用年数、劣化状況及
び交換部品の供給状況などの要素を総合的に判断して修繕・改良工事を実施します。

○ 安全確保の実施方針
点検・診断等により安全性に支障を来すと判断された場合には、緊急的な修繕を実施する

など必要な措置を講じます。

○ 耐震化の実施方針
施設管理事業の施設は、１施設を除き耐震性を確保しています。また、耐震対策が必要な

１施設については、全面改修に向けた検討を開始します。

○ 長寿命化の実施方針
定期的な点検を行うことにより、施設の長寿命化に努めます。その際、今後の利用見込み

や施設の安全性について検討し、トータルコストの縮減を図りつつ長寿命化に取り組むもの
とします。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
指定管理者制度を導入している施設については、引き続き、適切な事業運営を実施し、利

用の促進とサービスの更なる充実・向上を図ります。

３ インフラ施設（公営企業施設）（４）施設管理事業施設
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

対
象
施
設

群馬県病院局が管理する病院事業施設（県立病院）を対象とします。

現
状
と
課
題

県立病院には、経営の安定化とともに、医療提供体制の維持や医療の高度・専門化などの課
題に的確に対応し、県民にとって安全で安心な高度・専門医療を継続して提供していく使命が
あります。病院の建物については、築後30年を経過し、建物・施設面の老朽化が進んでいるも
のもあるため、計画的な改修等を進める必要があります。

方
向
性

県立4病院においては、県内における各分野のセンター病院として、また、地域の拠点病院
としての機能を確保するため、適切な建物・施設の維持管理を行うとともに、計画的かつ効率
的な整備を進めることにより施設の長寿命化に努め、医療サービスの更なる向上と財政負担の
軽減を図ります。

取
組
方
針
等

○ 総量適正化の推進方針
県立病院を取り巻く環境、果たすべき役割を踏まえ、病院規模や病院機能の今後のあり方

について、継続的に課題を整理し、検討していきます。

○ 点検・診断等の実施方針
各病院では、施設管理の外部委託により、法令等に基づく定期検査を実施するほか、日常

的に点検作業を行っており、これらの結果を施設の維持管理に活用します。

○ 維持管理・修繕・更新等の実施方針
建物の劣化診断を実施し、費用対効果の観点も踏まえて効率的かつ計画的な整備を進めて

いきます。

○ 安全確保の実施方針
点検・診断等により、危険性があると判断された場合には、緊急的な修繕を実施するなど

必要な措置を講じます。

○ 耐震化の実施方針
病院局が所管する病院施設の建築物は、すでに耐震性を確保している状況です。

○ 長寿命化の実施方針
点検・診断結果を活用し、計画的な整備を進めることにより、施設の長寿命化に努めます。

その際、費用対効果等を踏まえ、費用の節減にも努めます。

○ 効率的な管理運営・資産活用の推進方針
省エネルギーの推進、管理委託業務の長期継続契約等による管理経費の抑制に努めるとと

もに、未利用資産の処分に向けての検討、自動販売機の設置場所の貸付などの収入確保対策
に引き続き取り組みます。

３ インフラ施設（公営企業施設）（５）病院事業施設




